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【手続補正書】
【提出日】令和1年11月27日(2019.11.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　その必要のある対象において治療効果又は美容効果を実現するために、注射によって投
与するための滅菌注射用ボツリヌス毒素組成物であって、
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注射するのに適した量で存在するボツリヌス毒素成分であって、
ボツリヌス毒素複合体、低減されたボツリヌス毒素複合体、及びボツリヌス毒素からなる
群から選択される、前記ボツリヌス毒素成分；
アミノ酸配列ＲＫＫＲＲＱＲＲＲＧ－（Ｋ）１５－ＧＲＫＫＲＲＱＲＲＲ（配列番号７）
を含む正に帯電した担体であって、前記ボツリヌス毒素成分と非共有結合的に会合してい
る前記正に帯電した担体；並びに
注射するのに適した薬学的又は化粧学的に許容される希釈剤；を含む前記組成物。
【請求項２】
　ボツリヌス毒素成分が、Ｃ．ボツリヌスの血清型Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、又はＧから
得られる、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　ボツリヌス毒素成分が、ボツリヌス毒素成分タイプＡである、請求項２に記載の組成物
。
【請求項４】
　ボツリヌス毒素成分が、天然複合タンパク質を含まない１５０ｋＤ分子である、請求項
３に記載の組成物。
【請求項５】
　約４．５～約６．３のｐＨを有する、請求項１～４のいずれかに記載の組成物。
【請求項６】
　アルブミンを含まない、請求項１～５のいずれかに記載の組成物。
【請求項７】
　ボツリヌス毒素成分が、対象に１回の治療あたり１～４００Ｕを供給する濃度で組成物
中に存在する、請求項１～６のいずれかに記載の組成物。
【請求項８】
　ボツリヌス毒素成分が、対象に１回の治療あたり１～２００Ｕを供給する濃度で組成物
中に存在する、請求項７に記載の組成物。
【請求項９】
　ボツリヌス毒素成分が、対象に１回の治療あたり１０～２００Ｕを供給する濃度で組成
物中に存在する、請求項８に記載の組成物。
【請求項１０】
　ボツリヌス毒素成分が、対象に１回の治療あたり１～５０Ｕを供給する濃度で組成物中
に存在する、請求項８に記載の組成物。
【請求項１１】
　ボツリヌス毒素成分が、対象に１回の治療あたり１０～５０Ｕを供給する濃度で組成物
中に存在する、請求項１０に記載の組成物。
【請求項１２】
　ボツリヌス毒素成分が、対象に１回の治療あたり３０～５０Ｕを供給する濃度で組成物
中に存在する、請求項１１に記載の組成物。
【請求項１３】
　ボツリヌス毒素成分が、対象に１回の治療あたり１～３０Ｕを供給する濃度で組成物中
に存在する、請求項１０に記載の組成物。
【請求項１４】
　ボツリヌス毒素成分が、対象に１回の治療あたり１～１０Ｕを供給する濃度で組成物中
に存在する、請求項１３に記載の組成物。
【請求項１５】
　ボツリヌス毒素成分が、対象の１回の治療のための用量で組成物中に存在する、請求項
１～１４のいずれかに記載の組成物。
【請求項１６】
　ボツリヌス毒素成分が、対象の１回の注射のための用量で組成物中に存在する、請求項
１～１５のいずれかに記載の組成物。
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